
　
健
康
保
険
法
︵
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
︒
以
下
﹁
法
﹂
と
い
う
︒
︶
第
六
十
四
条
に
規
定

関
東
信
越
厚
生
局
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
武
田
　
康
久

す
る
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
に
つ
い
て
︑
法
第
七
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
登
録
を
行

っ
た
の
で
︑
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に

関
す
る
政
令
︵
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
八
十
七
号
︶
第
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
公
示
す
る
︒

令
和

年

月

日

登　
録　
の　
記　
号　
番　
号

氏　

名　

登

録

年

月

日

千
医
　
五
八
二
八
四

芝
野
　
諒

令
和
　
　
六
年
　
四
月
　
　
三
日

千
医
　
五
八
二
八
五

山
下
　
慧

令
和
　
　
六
年
　
四
月
　
　
三
日

千
医
　
五
八
二
八
六

浅
沼
　
彩
太

令
和
　
　
六
年
　
四
月
　
　
三
日

千
医
　
五
八
二
八
七

井
尻
　
浩
太

令
和
　
　
六
年
　
四
月
　
　
三
日

千
医
　
五
八
二
八
八

森
　
千
瑛
香

令
和
　
　
六
年
　
四
月
　
　
四
日

千
医
　
五
八
二
八
九

塚
田
　
佑
樹

令
和
　
　
六
年
　
四
月
　
　
四
日

千
医
　
五
八
二
九
〇

山
里
　
侑
子

令
和
　
　
六
年
　
四
月
　
　
四
日

千
医
　
五
八
二
九
一

田
畑
　
成
美

令
和
　
　
六
年
　
四
月
　
　
四
日

千
医
　
五
八
二
九
二

大
坪
　
洸
太

令
和
　
　
六
年
　
四
月
　
　
四
日

千
医
　
五
八
二
九
三

田
中
　
野
々
花

令
和
　
　
六
年
　
四
月
　
　
五
日

千
医
　
五
八
二
九
四

山
田
　
泰
誠

令
和
　
　
六
年
　
四
月
　
　
五
日

千
医
　
五
八
二
九
五

重
城
　
智
也

令
和
　
　
六
年
　
四
月
　
　
五
日

千
医
　
五
八
二
九
六

川
野
　
真
渡

令
和
　
　
六
年
　
四
月
　
　
五
日

千
医
　
五
八
二
九
七

髙
尾
　
佳
那

令
和
　
　
六
年
　
四
月
　
　
五
日

千
医
　
五
八
二
九
八

磯
部
　
文
一

令
和
　
　
六
年
　
四
月
　
　
五
日

千
医
　
五
八
二
九
九

江
寺
　
景
祐

令
和
　
　
六
年
　
四
月
　
　
五
日

千
医
　
五
八
三
〇
〇

鷲

　
昂
一
郎

令
和
　
　
六
年
　
四
月
　
　
五
日

千
医
　
五
八
三
〇
一

尾
﨑
　
実
乃
里

令
和
　
　
六
年
　
四
月
　
　
八
日

千
医
　
五
八
三
〇
二

岡
本
　
隆
之
介

令
和
　
　
六
年
　
四
月
　
　
八
日

千
医
　
五
八
三
〇
三

柳
川
　
真
歩

令
和
　
　
六
年
　
四
月
　
　
八
日



　
健
康
保
険
法
︵
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
︒
以
下
﹁
法
﹂
と
い
う
︒
︶
第
六
十
四
条
に
規
定

関
東
信
越
厚
生
局
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
武
田
　
康
久

す
る
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
に
つ
い
て
︑
法
第
七
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
登
録
を
行

っ
た
の
で
︑
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に

関
す
る
政
令
︵
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
八
十
七
号
︶
第
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
公
示
す
る
︒

令
和

年

月

日

登　
録　
の　
記　
号　
番　
号

氏　

名　

登

録

年

月

日

千
歯
　
二
二
五
二
一

伊
藤
　
寛
倫

令
和
　
　
六
年
　
三
月
二
十
九
日

千
歯
　
二
二
五
二
二

山
田
　
隆
ノ
介

令
和
　
　
六
年
　
四
月
　
　
二
日

千
歯
　
二
二
五
二
三

奥
　
祐
輝

令
和
　
　
六
年
　
四
月
　
　
三
日

千
歯
　
二
二
五
二
四

山
口
　
博

令
和
　
　
六
年
　
四
月
　
　
八
日



　
健
康
保
険
法
︵
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
︒
以
下
﹁
法
﹂
と
い
う
︒
︶
第
六
十
四
条
に
規
定

関
東
信
越
厚
生
局
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
武
田
　
康
久

す
る
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
に
つ
い
て
︑
法
第
七
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
登
録
を
行

っ
た
の
で
︑
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に

関
す
る
政
令
︵
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
八
十
七
号
︶
第
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
公
示
す
る
︒

令
和

年

月

日

登　
録　
の　
記　
号　
番　
号

氏　

名　

登

録

年

月

日

千
薬
　
三
四
五
六
三

前
田
　
佳
子

令
和
　
　
六
年
　
四
月
　
　
五
日

千
薬
　
三
四
五
六
四

竹
井
　
裕
美

令
和
　
　
六
年
　
四
月
　
　
五
日

千
薬
　
三
四
五
六
五

鈴
木
　
里
華

令
和
　
　
六
年
　
四
月
　
　
八
日


